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D-492 平衡機能検査「重心動揺計」（初回の検査） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、初回における平衡機能検査「重心動揺計」の算定は平衡機

能検査「標準検査」を実施した上でなければ認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 留意事項通知より、重心動揺計は、「標準検査を行った上、実施の必要

が認められたものに限り算定する」とある。したがって、重心動揺計は、

めまい、ふらつきを主訴に来院した患者の初診時のめまい検査として、標

準検査を実施した上でなければ認められないと整理した。 

 


